
定 例 公 安 委 員 会

日 時：令和３年12月２日 ９時00分～10時35分

出席委員：小笠原委員長・下村委員・柘植委員・那須委員・河合委員

１ 全体審議（公安委員会会議室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

本 部 長
総 務 部 長
警 務 部 長
生活安全部長
地 域 部 長

１ 報告 主要事件の検挙 刑事部 刑 事 部 長
交 通 部 長
警 備 部 長
名古屋市警察部長
情報通信部長
警察学校長

２ 個別審議（公安委員執務室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

１ 決裁 公安委員会宛文書等の受理（12件） 総務部 公安委員会執務官

２ 決裁 愛知県公安委員会事務専決規程の解釈運用 警 務 部 長

３ 決裁 行政訴訟の発生及び応訴 警務部

訟 務 官

４ 報告 行政訴訟の終了

誤った標識設置による交通違反不成立事案の発生と５ 報告 交通規制課長
今後の対応

交通部

６ 報告 運転免許行政における新型コロナウイルス感染症対策 運転免許課長

首席聴聞官
７ 決定 聴聞等の実施結果・決定 46件 総務部

聴 聞 官



議事の概要

１ 全体審議

刑事部

主要事件の検挙

刑事部長から、

スカウトグループ幹部らによる職業安定法違反事件の検挙概要

について報告があった。

委員から、

「このグループは、薬物関係事犯をはじめ他の犯罪にも関わっているこ

とが考えられるため、是非ともこれらに係る捜査もしっかりと実施しても

らいたい」

旨の発言があった。

また、委員から、

「本件グループが暴力団と無関係とは思えないので、暴力団の資金源の

解明及び遮断という観点からの捜査をお願いしたい」

旨の発言があった。

全体審議終了後、委員から、

「先週報告のなされた弥富市の中学校での事件について、連日様々な報

道されているところ、現在の状況を聞かせてほしい」

旨の質問があり、

生活安全部長が

「当該事件については、教育委員会等による記者会見が行われ、様々な

報道がされたりしているが、警察としては、事件が発生し被疑者を逮捕し

て以降、全容解明に向けた各種捜査を推進している。合わせて、同種事案

の再発防止に向けた対策について、今後関係機関と連携しながら検討して

いく」

旨の説明を行った。



２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（12件）

公安委員会執務官から、

11月26日までに届いた公安委員会宛の文書等12件

について報告があり、公安委員会は、「警察官の言動に関する申出」１件及

び「警察官の対応に関する申出」２件を警察法79条に規定する苦情として受

理し、警察本部長に対して調査指示する旨決裁した。

(2) 愛知県公安委員会事務専決規程の解釈運用

警務部長から、上告案件について説明があるとともに、公安委員会として

愛知県公安委員会事務専決規程の解釈運用

について、確認した。

(3) 行政訴訟の発生及び応訴

訟務官から、

運転免許取消処分取消等請求控訴事件の概要及び今後の応訴方針

について説明があり、決裁した。

(4) 行政訴訟の終了

訟務官から、

外国免許切替審査受理義務付け請求事件の終了

について報告があった。

(5) 誤った標識設置による交通違反不成立事案の発生と今後の対応

交通規制課長から、



瀬戸警察署管内における誤った標識設置による交通違反不成立事案の発

生と今後の対応

について、報告があった。

(6) 運転免許行政における新型コロナウイルス感染症対策

運転免許課長から、

「現下の情勢等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策として、令和

２年３月12日から実施してきた運転免許証の有効期間の延長措置等の一部

について、今月28日をもって終了することとする」

旨の報告があった。

(7) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 45件

〇 古物営業の営業許可取消処分に関する聴聞結果 １件

について報告があり、行政処分を決定した。



定 例 公 安 委 員 会

日 時：令和３年12月９日 ９時00分～11時45分

出席委員：小笠原委員長・下村委員・柘植委員・那須委員・河合委員

１ 全体審議（公安委員会会議室）
案件 件 名 担当部 出 席 者

１ 決裁 令和４年警察運営の基本目標等
本 部 長

警務部
総 務 部 長

２ 男性の育児休業取得促進のための関係規程の整備等
警 務 部 長

生活安全部長
３ 主要事件の検挙（２件） 刑事部

地 域 部 長

刑 事 部 長
４ 報告 交通事故発生状況（令和３年11月末） 交通部

交 通 部 長

警 備 部 長
行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び

５ 名古屋市警察部長
許可（令和３年11月中）

情報通信部長
警備部

警察学校長
６ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間における施策の推進

２ 個別審議（公安委員執務室）
案件 件 名 担当部 出 席 者

１ 決裁 公安委員会宛文書等の受理（８件）

総務部 公安委員会執務官

２ 決裁 任期満了に伴う警察署協議会委員の委嘱

３ 報告 令和４年度春季組織改正等（案） 警 務 課 長

４ 決裁 苦情の調査結果 住民サービス課長

５ 報告 監察案件 警務部 首席監察官

６ 裁決 運転免許取消処分に対する審査請求（３件）

訟 務 官

７ 裁決 運転免許停止処分に対する審査請求

８ 決裁 猟銃所持許可更新申請に対する不更新処分の実施 生活安全部 保 安 課 長

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
９ 決裁 刑事部 組織犯罪対策課長

基づく再発防止命令に係る意見聴取の実施

首席聴聞官
10 決定 聴聞等の実施結果・決定 63件 総務部

聴 聞 官



議事の概要

１ 全体審議

(1）警務部

ア 令和４年警察運営の基本目標等

警務部長から、

「令和４年警察運営の基本目標は、

『安心』して暮らせる『安全』な愛知の確立

とし、最重要課題を

○ 暴力団の壊滅

○ 交通死亡事故の抑止～減少傾向の定着～

○ 県民生活を脅かす犯罪への対処

とする。

また、重要課題については、

○ 繁華街・歓楽街の安全安心の確保に向けた総合対策の推進

○ 街頭活動の強化及び事件事故発生時における迅速的確な対応

○ 重要事件に対する検挙活動の強化

〇 薬物事犯や来日外国人犯罪への的確な対応

○ 時代や情勢の変化に対応した迅速かつ適正な捜査の推進

〇 各種テロ対策の推進及び緊急事態への迅速的確な対処

○ 大規模災害に対する総合的な諸対策の推進

○ 警察運営の合理化及び効率化並びにワークライフバランスの実現に向

けた取組の推進

○ 優秀な人材の確保と育成、計画的な施設整備等警察活動を支える人的・

物的基盤の強化

○ 高い規律と士気を有する組織の確立

とする」

旨の説明があり、いずれも原案どおり決裁した。

イ 男性の育児休業取得促進のための関係規程の整備等

警務部長から、

「男女が社会の対等な構成員として、一人一人の仕事と生活の調和が図られ、

充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる職場環境



を構築するため、男性の育児休業取得促進にかかる関係規程の整備等を行う」

旨の報告があった。

委員から、

「本施策は、今後、女性を採用していく上で大きなポイントとなる施策であ

ると思う。

是非とも実が上がるように推進してもらいたい」

また、委員から、

「幹部職員に対する研修を通じて、本部から男性の対象職員の取得促進を図

ることを伝えた上で、実績を積み上げていけば、皆が取りやすくなっていくと

思う」

さらに、委員から、

「若い人たちは、男性の育児休業に関心があって意識も高いが、幹部職員が

意識改革をしないと取得しやすい環境にならないと思う。

職員の意識改革に本腰を入れて、本施策を推進してもらいたい」

旨の発言があった。

(2）刑事部

主要事件の検挙（２件）

刑事部長から、

〇 ブラジル人グループによる組織的自動車盗事件の検挙概要

〇 組織窃盗グループから盗品を買い取り売却する犯罪インフラ事犯の検挙

概要

について報告があった。

委員から、

「いずれの事件も盗品の処分先が存在する事件であるので、今後も盗品を扱

うような自動車解体ヤードや古物商に対する捜査を推進してもらいたい」

旨の発言があった。

(3）交通部



交通事故発生状況（令和３年11月末）

交通部長から、

「交通事故死者数は、11月中19人で前年比プラス５人であった。

11月中の交通死亡事故の主な特徴としては、

〇 高齢者が増加

〇 歩行者が増加

〇 昼過ぎ～夕方（午後０時～午後７時）が増加

〇 正面衝突等が増加

12月中の主な取組は、

○ 夕暮れ時における歩行者、自転車、交差点対策の強化

〇 業務中車両対策の強化

〇 飲酒運転根絶に向けた活動の強化

〇 高齢者の交通事故抑止に資する一斉取り締り

〇 広報啓発活動

等である」

旨の報告があった。

委員から、

「黄色信号については、ルールとドライバーや歩行者との認識に大きな差異が

あって、多くの人は「黄色信号は急いで走れ」と認識している可能性があると思う。

『黄色信号は止まれですよ。赤と同じですよ。』というように、人々の黄色信

号に対する認識を変えていくことをしていくと、全体の事故抑止につながると思

う」

旨の発言があった。

(4）警備部

ア 行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び許可（令和３年11月中）

警備部長から、11月中の行進又は集団示威運動に関する条例の取扱状況につ

いて、

「11件の許可申請を受理し、全て許可した」

旨の報告があった。



イ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間における施策の推進

警備部長から、

「12月10日（金）から16日（木）までは、国民の間に広く拉致問題等につい

ての関心と認識を深めることを目的に設けられた、北朝鮮人権侵害問題啓発週

間である。

警察では、

○ 警察本部、警察署等での広報用ポスターの掲出

○ ケーブルテレビを活用した啓発活動

○ 民放及び地域コミュニティラジオ放送を活用した啓発活動

○ 県警ホームページ等による啓発活動

を実施する予定であり、合わせて、職員に対する教養を行う」

旨の報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（８件）

公安委員会執務官から、

12月３日までに届いた公安委員会宛の文書等８件

について報告があり、公安委員会は、「警察官の対応に関する申出」を警察法第79

条に規定する苦情として受理し、警察本部長に対して調査指示する旨決裁した。

(2) 任期満了に伴う警察署協議会委員の委嘱

公安委員会執務官から、任期満了に伴う警察署協議会委員の委嘱について、

「本年12月31日で任期満了となる44警察署協議会の委員について、各警察署か

ら後任候補者として321人の推薦があり、そのうち231人に委嘱する」

旨の説明とともに、

各警察署ごとの警察署協議会委員候補者一覧表の提示

があり、審議し、決裁した。

(3) 令和４年度春季組織改正等



警務課長から、

令和４年度春季の組織改正及び再配置による体制の見直し

について報告があった。

(4) 苦情の調査結果

住民サービス課長から、

公安委員会宛の「警察官の言動に関する苦情」について、調査結果の報告並び

に申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、原案どおり決裁した。

(5) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

(6) 運転免許取消処分に対する審査請求（３件）

訟務官から、運転免許取消処分に対する審査請求３件について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(7) 運転免許停止処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許停止処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(8) 猟銃所持許可更新申請に対する不更新処分の実施

保安課長から、



猟銃所持許可更新申請に対する不更新処分の実施

について説明があり、原案どおり決裁した。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく再発防止命令に係る意

見聴取の実施

組織犯罪対策課長から、

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第30条の７第３項の規定に

よる暴力的要求行為に係る再発防止命令の発出に係る意見聴取を実施する」

旨の説明があり、決裁した。

(10) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 61件

〇 風俗営業等の営業停止処分に関する聴聞結果 1件

〇 銃砲等の所持許可取消処分に関する聴聞結果 1件

について報告があり、行政処分を決定した。



定 例 公 安 委 員 会

日 時：令和３年12月16日 ９時00分～11時40分

出席委員：小笠原委員長・下村委員・柘植委員・那須委員・河合委員

１ 全体審議（公安委員会会議室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

本 部 長
令和３年度警察官（Ａ）及び（Ｂ）第２回採用候補 総 務 部 長１ 警務部
者試験の実施結果 警 務 部 長

生活安全部長
地 域 部 長
刑 事 部 長２ 報告 主要事件の検挙（２件） 刑事部
交 通 部 長
警 備 部 長
名古屋市警察部長
情報通信部長３ １月の行事予定[書面報告] 警務部
警察学校長

２ 個別審議（公安委員執務室）

案件 件 名 担当部 出 席 者

１ 決裁 公安委員会宛文書等の受理（17件） 公安委員会執務官
総務部

２ 報告 令和３年度11月補正予算（案）の概要 会 計 課 長

３ 決裁 苦情の調査結果 住民サービス課長

４ 裁決 運転免許停止処分に対する審査請求 警務部
訟 務 官

５ 裁決 運転者区分決定に対する審査請求（３件）

ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警
６ 報告 生活安全部 人身安全対策課長

告等の実施

７ 決裁 高速自動車国道等における交通規制の実施 交通部 交 通 規 制 課 長

首席聴聞官
８ 決定 聴聞等の実施結果・決定 74件 総務部

聴 聞 官



議事の概要

県議会出席のため、小笠原委員長が途中退席し、以後は下村委員が委員長の代行を務め

た。

１ 全体審議

(1）警務部

令和３年度警察官（Ａ）及び（Ｂ）第２回採用候補者試験の実施結果

警務部長から、

令和３年度警察官（Ａ）及び（Ｂ）第２回採用候補者試験の実施結果

について報告があった。

委員から、

「採用と定年延長とのバランスを考慮しながら、多くの良い人材を採用してもら

いたい」

旨の発言があった。

また、委員から、

「大学は、優秀な高校生に入学してもらうため、様々な広報媒体の活用を検討し

ている。

今の高校生の情報源は特定のＳＮＳに尽きるとされているようである。

警察でも高校生が利用するＳＮＳを活用した採用活動をしてもらえればと思う」

旨の発言があった。

(2）刑事部

主要事件の検挙（２件）

刑事部長から、

〇 風俗グループ会長らによる職業安定法違反事件の検挙概要

〇 総会屋による会社法違反（利益受供与等）事件の検挙概要

について報告があった。



委員から、風俗グループ会長らによる職業安定法違反事件の検挙について、

「暴力団への資金源の遮断も含めて、是非とも全容解明に向けた徹底的な捜査を

お願いしたい」

旨の発言があった。

また、委員から、総会屋による会社法違反（利益受供与等）事件の検挙について、

「未だに総会屋が会社を標的として利益を得ていることや、会社が総会屋に謝礼

を渡していることは驚きである」

旨の発言があった。

(3) 警務部

１月の行事予定

警務部から、

１月の行事予定

について書面報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（17件）

公安委員会執務官から、

12月10日までに届いた公安委員会宛の文書等17件

について報告があり、公安委員会は、「警察官の対応に関する申出」を警察法第79条

に規定する苦情として受理し、警察本部長に対して調査指示する旨決裁した。

(2) 令和３年度11月補正予算（案）の概要

会計課長から、

令和３年度11月補正予算（案）の概要

について、報告があった。



(3) 苦情の調査結果

住民サービス課長から、

公安委員会宛の「警察官の言動に関する苦情」について、調査結果の報告並びに

申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり決裁した。

(4) 運転免許停止処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許停止処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(5) 運転者区分決定に対する審査請求（３件）

訟務官から、運転者区分決定に対する審査請求３件について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、それぞれ原案どおり裁決した。

(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等の実施

人身安全対策課長から、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等の

実施について、

「令和３年11月中は、押しかけを理由に１件の禁止命令を実施した。

また、面会等要求、名誉を害する事項の告知、押し掛け等を理由に17件の警告を

実施した」

旨の報告があった。

(7) 高速自動車国道等における交通規制の実施

交通規制課長から、

高速自動車国道等における交通規制の実施



について、説明があり決裁した。

(8) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 74件

について報告があり、行政処分を決定した。



定 例 公 安 委 員 会

日 時：令和３年12月23日 ９時00分～11時20分

出席委員：小笠原委員長・下村委員・柘植委員・河合委員

１ 全体審議（公安委員会会議室）
案件 件 名 担当部 出 席 者

本 部 長
１ 総合広報誌「View愛知のまもり」令和４年版の作成

総 務 部 長
総務部

警 務 部 長

２ 令和４年警察運営の基本目標ポスターの作成 生活安全部長

地 域 部 長

刑 事 部 長
３ 報告 初詣に伴う雑踏警備の実施 地域部

交 通 部 長

警 備 部 長

名古屋市警察部長
４ 主要事件の検挙 刑事部

情報通信部長

警察学校長

５ 警護警備の実施 警備部

２ 個別審議（公安委員執務室）
案件 件 名 担当部 出 席 者

１ 決裁 公安委員会宛文書等の受理（17件） 公安委員会執務官
総務部

２ 決裁 警察行政手続サイトの利用手続の追加 情報管理課長

３ 決裁 苦情の調査結果 住民サービス課長

４ 裁決 行政文書一部開示決定に対する審査請求
警務部

５ 裁決 運転者区分決定に対する審査請求（４件） 訟 務 官

６ 報告 行政訴訟の終了

７ 決裁 愛知県風俗案内所規制条例の一部改正 生活安全部 保 安 課 長

指定暴力団六代目山口組及び同神戸山口組に対する
８ 決裁 刑事部 組織犯罪対策課長

特定抗争指定暴力団等に係る指定期限の延長

９ 決裁 愛知県道路交通法施行細則等の一部改正 交通部 交通総務課長

10 報告 警察職員の援助派遣 警備部 警 備 課 長

首席聴聞官
11 決定 聴聞等の実施結果・決定 ３件 総務部

聴 聞 官



議事の概要

１ 全体審議

(1）総務部

ア 総合広報誌「View愛知のまもり」令和４年版の作成

総務部長から、

総合広報誌「View愛知のまもり」令和４年版の作成

についての報告があった。

委員から、

「以前、東京オリンピック・パラリンピックに派遣された愛知県警察の部隊

員に対して、地元小学生から激励の手紙をいただいたり、警戒最終日に地元小

学生とそのご家族がわざわざ横断幕を作成して激励してくれたという報告を受

け、とても感銘を受けた。このような国民県民の生の声や、国民県民から感謝

されたような事例等も広報誌に盛り込むと、読んだ人が、警察は世のため人の

ために仕事をしていると理解してもらえることにつながるので、この令和４年

版広報誌自体は素晴らしいが、以降の広報誌にそうした内容を盛り込んでもら

えればなお良くなると思う」

旨の発言があった。

また、委員から、

「この広報誌は、警察官採用と警察の紹介を兼ねた非常に分かりやすく良く

できた広報誌であると思う。皆明るい笑顔で出ているから、広報誌全体のイメ

ージがとても良いと感じる」

旨の発言があった。

イ 令和４年警察運営の基本目標ポスターの作成

総務部長から、

令和４年警察運営の基本目標ポスターの作成

についての報告があった。



(2）地域部

初詣に伴う雑踏警備の実施

地域部長から、

初詣に伴う雑踏警備の実施

について報告があった。

委員から、

「多くの人出が予想されるので、雑踏事故防止に万全を期すようお願いしたい」

旨の発言があった。

(3) 刑事部

主要事件の検挙

刑事部長から、

イラン人及び暴力団関係者を首魁とする覚醒剤等密売グループの一斉検挙の概要

について報告があった。

委員から、

「覚醒剤の蔓延は大きな社会問題であるため、是非とも全容解明に向けた徹底

的な捜査を推進してもらいたい」

旨の発言があった。

また、委員から、

「長期間に亘って粘り強く地道な捜査を推進し、覚醒剤密売グループの首魁や

客を一斉検挙したことは素晴らしいと思う」

旨の発言があった。

(4) 警備部

警護警備の実施



警備部長から、

警護警備の実施

について報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（17件）

公安委員会執務官から、

12月20日までに届いた公安委員会宛の文書等17件

について報告があり、公安委員会は、「警察官の対応に関する申出」３件を警察法

第79条に規定する苦情として受理し、警察本部長に対して調査指示する旨決裁した。

(2) 警察行政手続サイトの利用手続の追加

情報管理課長から、

警察行政手続サイトの利用手続の追加

について、説明があり決裁した。

(3) 苦情の調査結果

住民サービス課長から、

公安委員会宛の「事案対応に関する苦情」について、調査結果の報告並びに申

出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、原案どおり決裁した。

(4) 行政文書一部開示決定に対する審査請求

訟務官から、行政文書一部開示決定に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。



(5) 運転者区分決定に対する審査請求（４件）

訟務官から、運転者区分決定に対する審査請求４件について、

請求内容の説明並びに「裁決書案」の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(6) 行政訴訟の終了

訟務官から、

運転免許取消処分取消請求事件の終了

について報告があった。

(7) 愛知県風俗案内所規制条例の一部改正

保安課長から、

愛知県風俗案内所規制条例の一部改正

について、説明があり決裁した。

(8) 指定暴力団六代目山口組及び同神戸山口組に対する特定抗争指定暴力団等に係る

指定期限の延長

組織犯罪対策課長から、

指定暴力団六代目山口組及び同神戸山口組に対する特定抗争指定暴力団等に係

る指定期限の延長

について、説明があり決裁した。

(9) 愛知県道路交通法施行細則等の一部改正

交通総務課長から、

愛知県道路交通法施行細則等の一部改正

について、説明があり決裁した。



(10) 警察職員の援助派遣

警備課長から、

「福島県公安委員会及び福井県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察

法第60条第１項の規定に基づく警察職員の援助要求があり、本部長専決としてそ

れぞれ所要の警察職員を派遣する」

旨の報告があった。

(11) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 風俗営業等の営業停止処分に関する聴聞結果 ２件

〇 用心棒行為の約束の再発防止命令に関する意見聴取結果 １件

について報告があり、行政処分を決定した。
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